
門川町令和４年１月～３月分事業者支援金

宮崎県内全域が「まん延防止等重点措置」の対象地域に指定されたことを受け、

売上減少など、経営に大きな影響を受けている町内の中小企業・小規模事業者等

に対して、事業継続と経済の安定を図るための支援として支援金を支給します。

中小企業基本法に定める中小企業者で、令和３年11月３0日

までに開業しており、次のいずれかに該当する方。

法人 ： 主たる事業所を町内に有すること

個人 ： 町内に住所を有する方

※ただし、令和4年1月からのまん延防止等重点措置適用に伴う営業時間

短縮要請の協力金を受給する飲食店は除く。

▷ 令和4年1月～３月のいずれかの月の事業収入額が、平成31年～

令和3年のいずれかの年の同月と比較して減少していること。

▷ 申請日時点で事業活動を行っており、継続する意思があること。

▷ 政治団体、宗教上の組織もしくは団体でないこと。

▷ 暴力団もしくは暴力団関係者、反社会的勢力関係者でないこと。

一律 10万円

令和４年２月２１日（月）～令和４年４月２８日（木）まで

対象者

支給要件

支給額

申請期間

※ すべての要件を満たすこと



門川町役場 まちづくり推進課 商工観光係

TEL：0982-63-1140

必要書類

お問合せ

【郵送の場合】※令和４年4月2８日必着

宛先 ▸ 〒889-0696 門川町平城東１番１号

門川町役場 まちづくり推進課

【窓口提出の場合】※土・日・祝日は受付できません

場所 ▸ 門川町役場２階 まちづくり推進課

時間 ▸ 8：30～17：00（12：00～13：00を除く）

申請方法

１．門川町令和4年1月～３月分事業者支援金交付申請書兼請求書（様式第１号）

２．売上が確認できる決算書または帳簿の写し

・令和4年1月～３月のいずれかの月の売上と、平成31年～令和3年のいずれかの年

の同月の売上がわかるもの。

・令和3年1月2日～令和3年11月30日に開業された方は、開業日から令和4年

1月、２月または３月までの全ての月の売上がわかるもの。

３．直近1カ年分の確定申告書の写し

４．令和3年1月2日以降に開業した方は、税務署届出の開業届の写し

５．本人確認書類（個人事業者のみ）の写し

・運転免許証、パスポート、健康保険証など

６．通帳またはキャッシュカードの写し

・必ず金融機関名、本店・支店名、預金種別、口座番号、カタカナの名義が全て

わかるもの。

☆申請書は役場まちづくり推進課窓口、もしくは町ホームぺージからダウンロードできます。


